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臨時株主総会招集ご通知に際しての 

インターネット開示事項 

 

 

・中本パックス株式会社の定款 

 

・中本パックス株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

 

 

 

ＭＩＣＳ化学株式会社 

 
上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書
面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面への記載を省略し
ています。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ 定     款  ＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 本 パ ッ ク ス 株 式 会 社 

                                               （本店 大阪市天王寺区） 

 

 

 

 

 

 

改正実施日：２０２３年５月３０日 
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第１章 総 則 
（商号） 

第１条 当会社は、中本パックス株式会社と称し、 

英文では、NAKAMOTO PACKS CO.,LTD．と表示する。 

(目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１、プラスチックフィルム・和洋紙・加工紙及び不織布・不織布を利用した各種包装材料・日

用雑貨品等の販売 

２、プラスチック成型品及びプラスチック原料の販売 

３、プラスチックフィルム及びシート・アルミ箔の販売 

４、１，２，３号にかかる製品の印刷及び加工 

５、食品包装機械の販売 

６、農産・畜産・水産の加工食品及び食品添加物の販売 

７、会社の帳簿の記載及び決算に関する事務並びに経営、経理に関する診断及び指導 

８、事業者の労務管理に関する一般指導 

９、各種情報の収集処理 

10、不動産及び附帯施設等の取得又はこれらの賃貸借 

11、印刷用機械、ラミネート機、その他機械器具の製造及び販売 

12、前各号に附帯関連する一切の事業 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を大阪市に置く。 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

１、取締役会 

２、監査等委員会 

３、会計監査人 

（公告の方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その 

他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 
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第２章 株 式 
（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２５，３２０，０００株とする。 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

（単元未満株式についての権利） 

第８条 当会社の単元未満株式を有する株主は、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することが

できない。 

１、会社法第189条第2項各号に掲げる権利 

２、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 

３、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議又は取締役会の決議による委任

を受けた取締役の決定によって定め、これを公告する。 

３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務

は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 

（株式取扱規程） 

第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会又は取締役会

の決議による委任を受けた取締役の決定によって定める株式取扱規程による。 

（基準日） 

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主を、

その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 

２．前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準

日を定めることができる。 

 

 

第３章 株主総会 
（招集） 

第12条  当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あ

るときに随時これを招集する。 

（招集権者及び議長） 

第13条  株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 
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   ２． 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取

締役が株主総会を招集し、議長となる。 

（決議の方法） 

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使

することができる株主の議決権の過半数で行う。 

２． 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総

会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席  

し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 

（議決権の代理行使） 

第15条  株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使すること

ができる。 

２．株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければなら 

ない。 

（議事録） 

第16条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成する。 

（電子提供措置等） 

第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提

供措置をとるものとする。 

２． 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部につい

て、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないこ

とができる。 

 

 
第４章 取締役及び取締役会 

（員数） 

第18条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、15名以内とする。 

２．当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。 

（選任方法） 

第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によっ

て選任する。 

２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３．取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 
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（任期） 

第20条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

３．任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員であ

る取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 

４．会社法第329条第３項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力

を有する期間は、当該決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の開始の時までとする。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中

から選定する。 

    ２．取締役会の決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役会

長及び取締役社長各1名、並びに取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定す

ることができる。 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し議長となる。 

    ２．取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従

い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

（取締役会の招集通知） 

第23条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮することができる。 

     ２． 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができ

る。 

（重要な業務執行の決定の委任） 

第24条 当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務

執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任する

ことができる。 

（取締役会の決議の方法） 

第25条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもっ

て行う。 

（取締役会の決議の省略） 
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第26条  取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取

締役会の決議があったものとみなす。 

（取締役会の議事録） 

第27条  取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、出席

した取締役は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 

（取締役会規程） 

第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に

よる。 

（報酬等） 

第29条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下

「報酬等」という。）は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主

総会の決議によって定める。 

（取締役の責任免除） 

第30条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役で

あった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免

除することができる。 

     ２．当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く。）との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。 

 

 

第５章 監査等委員会 
（常勤の監査等委員） 

第31条  監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定すること

ができる。 

（監査等委員会の招集通知） 

第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊

急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

２．監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催するこ

とができる。 

（監査等委員会の決議の方法） 

第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半

数をもって行う。 
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（監査等委員会の議事録） 

第34条 監査等委員会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、

出席した監査等委員は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 

（監査等委員会規程） 

第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等

委員会規程による。 

 

 

第６章 会計監査人 
（選任方法） 

第36条  会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

（任期） 

第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

２．会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株

主 

総会において再任されたものとみなす。 

（報酬等） 

第38条  会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 

（会計監査人の責任免除） 

第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で、同法第423条第1項の損

害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は法令の定める額とする。 

 

 
第７章 計 算 

（事業年度） 

第40条  当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段

の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 

（剰余金の配当の基準日） 

第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 
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    ２．当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。 

    ３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第43条  剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は

その支払義務を免れる。 

 

附則 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、第35回定時株主総会において決議された定

款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが

できる。 

    ２．第35回定時株主総会終結前の監査役の行為に関する会社法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約については、なお従前の例による。 

 

 

 

  

 



- 10 - 
 

事  業  報  告 

( 2022年３月１日から 
2023年２月28日まで ) 

 

１．企業集団の現況 

(1) 当事業年度の事業の状況 

① 事業の経過及び成果 

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う行動制限や

海外からの入国制限の緩和により、経済活動が正常化に向かい始めました。しかしながら、資

源価格高騰による物価高が家計に影響を及ぼし、長期化するウクライナ情勢や金融資本市場の

変動などの懸念も残り、先行きは依然不透明な状況が続くと見込まれます。当社グループの事

業活動も、エネルギー価格高騰による製造コストの上昇やサプライチェーンの混乱による影響

を受けており、厳しい状況で推移しております。 

このような状況の下、「改質エコ技術でパッケージングの世界を変える Ｎブランド製品の拡

販と環境経営の推進、原点回帰でお客様満足度を最大化する」をスローガンに、環境への負荷

を低減できる開発製品の販売、原価低減、生産効率・品質の向上に注力いたしました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は43,128百万円（前期比6.5％増）、営業利益は

1,892百万円（同18.9％減）、経常利益は2,206百万円（同14.7％減）となり、親会社株主に帰

属する当期純利益は1,285百万円（同12.6％減）となりました。 

製品用途別の業績は次のとおりであります。 

 

（食品関連） 

 新型コロナウイルス感染症の影響も軽減され、汎用性の高いテイクアウト・デリバリー用の

容器・トレー向け商材の需要は落ち着きましたが、乳製品・総菜・豆腐用包材は好調に推移し

ました。また、百貨店の客足が戻り、デパ地下向け商材や菓子用包材も回復傾向にあるほか、

紙包装へのニーズの高まりにより、紙容器への印刷・ラミネート・コーティングや生分解性ガ

スバリア樹脂を用いた試作等が増加したことにより、売上高は27,283百万円（前期比4.9％

増）となりました。利益については、インキ・溶剤・電力・燃料・副資材・運送費の高騰など

により製造にかかわるほぼすべてのコストが上昇しており、製品価格への転嫁は順次進めてい

るものの、売上総利益は2,759百万円（同7.8％減）となりました。 
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（ＩＴ・工業材関連） 

 ディスプレイ、電子材料、半導体用途向け製品の市況低迷により関連商材は減少しました

が、電子部品パッケージ材料や一部のスマートフォン端末向けの各種加工フィルムは新規受注

などにより増加したほか、ＥＣ関連資材や製造業向け重袋も堅調に推移しました。また、次世

代電池や再生エネルギー関係向け部材などの試作も増加した結果、売上高は6,711百万円（前

期比14.8％増）となりました。利益については製造コストの上昇や、スマートフォン、ＰＣ、

テレビなどのＩＴ関連部材・家電の需要縮小の影響を受け、半導体製造関連フィルム加工の仕

事量が第４四半期に大きく減少したこと、市況の影響を受けた製品ミックスの変化により利益

率が低下し、売上総利益は1,688百万円（同4.0％減）となりました。 

 

（生活資材関連） 

 圧縮袋などの収納商材がテレビショッピングの好調で増加したことにより、売上高は4,554

百万円（前期比6.1％増）となりました。利益については、円安の影響により輸入品の日本国

内販売分の利益が圧迫され、売上総利益は1,310百万円（同1.0％減）となりました。 

 

（建材関連） 

 戸建て・集合住宅向け表面機能コーティングを施した建材は堅調に推移、壁紙向けの印刷が

好調に推移した結果、売上高は2,114百万円（前期比10.8％増）、売上総利益は349百万円（同

21.7％増）となりました。 

 

（医療・医薬関連） 

 病院関連では輸液関係包材が堅調に推移しましたが、貼付剤関連で先発医薬品が昨年より減

少しジェネリック中心になったことや薬価改定などにより販売単価が下落したこと、一部の製

品で原材料が高騰した結果、売上高は1,311百万円（前期比0.3％減）、売上総利益は252百万円

（同16.6％減）となりました。 
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（その他） 

 化学メーカー向け機械販売による一過性の売上があったことにより、売上高は1,152百万円

（前期比3.0％増）、売上総利益は122百万円（同46.1％減）となりました。 

 

② 設備投資の状況 

 当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は1,067百万円

（のれんを除く。）で、その主なものは次のとおりであります。 

イ．当連結会計年度中に完成した主要設備 

名張工場 工場改修 

製版工場 校正機、検査装置 

押出成形工場 倉庫、機械設備 

エヌアイパックス株式会社 成型機 

NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 機械設備 

 

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充 

三国紙工株式会社            機械設備 

 

③ 資金調達の状況 

 特に記載すべき事項はありません。 
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 

① 企業集団の財産及び損益の状況 
 

区 分 
第 32 期 

(2020年２月期) 
第 33 期 

(2021年２月期) 
第 34 期 

(2022年２月期) 

第 35 期 
(当連結会計年度) 
(2023年２月期) 

売 上 高(千円) 34,100,257 36,033,596 40,485,133 43,128,879 

経 常 利 益(千円) 1,608,895 1,750,338 2,585,706 2,206,105 

親会社株主に帰属
する当期純利益

(千円) 1,085,637 1,315,618 1,470,493 1,285,214 

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 132.84 160.99 179.94 157.27 

総 資 産(千円) 27,568,043 31,784,835 33,934,195 34,578,872 

純 資 産(千円) 12,419,879 14,222,116 15,676,540 16,469,199 

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 1,479.33 1,590.02 1,753.79 1,884.69 

 
（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適

用しており、第35期（2023年２月期）に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値とな

っております。 
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② 当社の財産及び損益の状況 
 

区 分 
第 32 期 

(2020年２月期) 
第 33 期 

(2021年２月期) 
第 34 期 

(2022年２月期) 

第 35 期 
（当事業年度） 
(2023年２月期) 

売 上 高(千円) 28,344,523 28,439,165 30,285,896 31,911,205 

経 常 利 益(千円) 1,362,414 1,226,794 1,722,223 1,529,611 

当 期 純 利 益(千円) 918,584 835,526 1,186,379 1,014,858 

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 112.40 102.24 145.17 124.18 

総 資 産(千円) 23,642,755 27,511,659 28,389,980 29,035,285 

純 資 産(千円) 11,758,753 12,174,437 12,874,792 13,364,905 

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 1,438.86 1,489.73 1,575.43 1,635.40 

 
（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用し

ており、第35期（2023年２月期）に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって

おります。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社の状況 

該当事項はありません。 

 

② 重要な子会社の状況 
 

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容 

株 式 会 社 ア ー ル 40,000千円 51.0％ 日用品雑貨の販売等 

株 式 会 社 中 本 印 書 館 100,000千円 100.0％ 印刷加工等 

株 式 会 社 サ ン タ ッ ク 10,000千円 100.0％ 印刷加工等 

エヌアイパックス株式会社 100,000千円 97.0％ 成型加工 

三 国 紙 工 株 式 会 社 40,000千円 63.8％ ラミネート加工等 

エ ヌ ・ ピ ー ・ ジ ー ・ 
ジ ャ パ ン 株 式 会 社 

490,000千円 64.7％ 持株会社 

ナ ピ ク ル 株 式 会 社 350,000千円 100.0％ 持株会社 

株 式 会 社 中 本 キ タ イ 
ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

24,500千円 51.0％ 持株会社 

廊 坊 中 本 包 装 有 限 公 司 
6,009 
千米ドル 

64.7％ 
（64.7％）

印刷加工等 

廊 坊 中 本 新 型 材 料 科 技 
有 限 公 司 

2,800 
千米ドル 

100.0％ 
（100.0％）

ラミネート加工等 

中本包装（蘇州）有限公司 
9,375 
千米ドル 

100.0％ コーティング加工等 

中 本 北 井 （ 蘇 州 ） 商 貿 
有 限 公 司 

590 
千米ドル 

51.0％ 
（51.0％）

プラスチック製品の販売 

滄 州 中 本 華 翔 新 型 材 料 
有 限 公 司 

14,000 
千人民元 

64.7％ 
（64.7％）

印刷加工等 

Nakamoto Packs USA, Inc. 
2,000 
千米ドル 

100.0％ 自動車内装材の販売等 

NAKAMOTO PACKS VIETNAM 
C O M P A N Y  L I M I T E D 

4,000 
千米ドル 

100.0％ ラミネート加工等 

 
（注）１．廊坊中本包装有限公司は、2021年10月８日開催の取締役会において解散を決議し、清算手続き中であ

ります。 
２．2023年３月１日付で、当社の連結子会社であるエヌアイパックス株式会社は、商号を中本Ｆｉｎｅ 

Ｐａｃｋ株式会社に変更しております。 
３．当社の議決権比率の欄の（ ）内は間接保有比率であり内数であります。 
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③ 重要な関連会社の状況 

該当事項はありません。 

(4) 対処すべき課題 

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

 

① 全天候型経営 

 当社グループを取り巻く状況は刻々と変化しており、現在のような経済環境の激変期には、

企業の永続的な発展を重要課題として認識しております。国際情勢の変化、金融不安、ＩＴ・

半導体不況や資源・食料価格の高騰等による経済悪化の影響を最小限にとどめるためにも、特

定分野に偏らない事業ポートフォリオの構築が課題であると考えております。また、少子高齢

化が進む日本においては、長期的には食品関連や生活資材関連等の需要減少が見込まれます。 

 このような課題に対処するために、創業以来積み上げた印刷、ラミネート及びコーティング

技術を活用して、食品包装材を主力に、ＩＴ・工業材、医療・医薬、日用雑貨、自動車、建材

分野に製品を展開するほか、日本だけでなくグローバルに事業を展開する全天候型経営を行っ

ております。各分野にバランス良く投資をすることで、顧客、取引先、社会、従業員、株主に

安心していただける強固な基盤を作ってまいります。 

 

② 技術及び製品開発 

 自社開発品（ＮＡＫ－Ａ－ＰＥＴ、ＮＣ－ＰＥＴ、ＮＳ－ＰＥＴ）は、薄肉化、高剛性によ

る省資源 、耐熱、 耐寒性付与 によるス ペック アッ プ、安 全 性、環境負荷低減 

（ＣＯ2排出量の低減）、リサイクルを可能にする単一素材化を実現した素材であるため、海洋

プラスチックの問題による環境意識の高まりなど潜在的な需要は大きく、更なる販売強化を行

う必要があると考えております。 

 このような課題に対処するために、最新鋭の生産設備の導入、技術部門の拡充、生産拠点へ

の開発部門付設等により総合的な技術革新を推し進め、お客様のニーズに対応した製品開発の

スピードを速めてまいります。 
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③ 課題解決型企業の実現 

 単身世帯、高齢者及び働く女性の増加やライフスタイルの変化による外食からのシフトによ

り、総菜を中心とした中食市場やデリバリーの需要が底堅い食品関連市場、ＡＩ時代の到来

や、クルマの電装化等により新たなニーズが見込まれるＩＴ・工業材関連市場など、時代や環

境の変化に伴う課題の解決が必要であると認識しております。 

 このような課題に対処するために、潜在する市場ニーズ（環境・安全・個食化等）を的確に

つかみ、これまで培ってきた技術を駆使するほか、顧客ニーズに応じて設備改良を行うことで

新製品及び新素材の開発につなげ新たな価値を提供し、社会や顧客の課題を解決してまいりま

す。 

 

④ 環境経営 

 循環型社会の実現による持続可能な社会の構築を目指し、紙への印刷や紙容器、当社独自の

開発品であるＮＡＫ－Ａ－ＰＥＴ、ＮＣ－ＰＥＴ、ＮＳ－ＰＥＴや、石化由来材料の削減や食

品の賞味期限延長によるフードロス削減が可能な機能性包材の販売を強化しております。ま

た、リサイクル原料使用による省資源化とＣＯ2削減、水性インキや植物由来成分等を含有し

たバイオマスインキを使用した印刷、水性接着剤を使用したラミネート、紙への生分解性樹脂

ラミネート等の環境対応製品により環境負荷低減に取り組んでまいります。 

 加えて工場のＬＥＤ化、省エネ設備の導入、太陽光発電設備の導入によるＣＯ2削減、材料

の再資源化を行うリペレット事業の拡大により、生産活動に伴う廃棄物の発生抑制及び再資源

化の取組みなど、各種施策を実施してまいります。 

 

⑤ グローバル戦略 

 海外連結子会社（中国５社、米国１社、ベトナム１社）における事業は、各国の通商政策、

人件費の高騰、環境基準の変化、地政学リスク、販売価格競争の激化や為替変動により不透明

な環境にあります。 

 このような課題に対処するために、当社グループは引き続き圧縮袋や生活資材製造の合理化

を図るとともに、当社グループが得意とするシートグラビア印刷、クリーンコーティング、熱

ラミネート等の付加価値の高い製品の販売増加を目指し、新規顧客の開拓を推進いたします。

また、複数国に生産拠点を持つことで、チャイナリスクへの対策、グローバルなサプライチェ

ーンの構築と顧客ニーズへの対応を進めてまいります。 
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⑥ 社会的責任を重視した経営 

 地域社会からの信頼を得ることも企業価値の向上を目指した経営の一つと考え、事業活動や

雇用を通して地域の社会経済活動に貢献しております。また、環境負荷の低減、障がい者雇用

をはじめとしたダイバーシティの推進、取引先の事業活動の継続に寄与するため、全国主要都

市周辺に13工場を配置し、ＢＣＰ対応、供給責任を果たしております。この他、顧客、取引

先、社会、従業員、株主など各ステークホルダーとの対話や協働が持続的成長に不可欠と考え

ており、コミュニケーションの機会を大切にし、企業経営に生かしております。 

 

⑦ 内部管理体制の強化 

 当社グループは、金融商品取引法における内部統制に係る報告を実施するため内部管理体制

の強化に努め、コンプライアンス機能の強化、業務マニュアルの整備等を行ってまいりまし

た。 

 今後もこの内部管理体制を有効に機能させることが、企業価値を高め、効率的かつ健全な企

業経営を実現するものと認識し、より一層透明性の高い経営を目指し、相互牽制の効いた内部

管理体制の強化に取り組んでまいります。 
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(5) 主要な事業内容（2023年２月28日現在） 

 当社グループ（当社及び関係会社）は、当社、連結子会社15社（国内８社、海外７社）により

構成され、印刷加工（グラビア印刷）、ラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による

製品の販売を主な事業としております。 

(6) 主要な営業所及び工場（2023年２月28日現在） 

① 当社 
 

本 社 大阪市天王寺区 

営 業 所 
大阪府（大阪市、東大阪市）、東京都（千代田区）、 
愛知県（小牧市）、佐賀県（鳥栖市） 

工 場 
三重県（名張市）、大阪府（柏原市）、埼玉県（鴻巣市）、茨城県（龍ケ
崎市、常総市） 

 
 

② 子会社 
 

株 式 会 社 ア ー ル 大阪市天王寺区 

株 式 会 社 中 本 印 書 館 埼玉県比企郡ときがわ町 

株 式 会 社 サ ン タ ッ ク 広島県福山市 

エ ヌ ア イ パ ッ ク ス 株 式 会 社 茨城県稲敷市 

三 国 紙 工 株 式 会 社 大阪府富田林市 

廊 坊 中 本 包 装 有 限 公 司 中国河北省廊坊市 

廊坊中本新型材料科技有限公司 中国河北省廊坊市 

中 本 包 装 （ 蘇 州 ） 有 限 公 司 中国江蘇省蘇州市 

中本北井（蘇州）商貿有限公司 中国江蘇省蘇州市 

滄州中本華翔新型材料有限公司 中国河北省滄州市 

Nakamoto  Packs  USA，Inc. 米国テネシー州ナッシュビル 

N A K A M O T O  P A C K S  V I E T N A M 
C O M P A N Y  L I M I T E D 

ベトナムトゥアティエン＝フエ省フーロク地区 
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(7) 使用人の状況（2023年２月28日現在） 

① 企業集団の使用人の状況 
 

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減 

印 刷 関 連 事 業 826（217）名 25名減（20名増） 

合 計 826（217）名 25名減（20名増） 

 
（注）使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び嘱託社員、派遣社員を含む。）は、（ ）内

に外数で記載しております。 

 

② 当社の使用人の状況 
 

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 

490（61）名 7名減（11名増） 40.5歳 13.2年 

 
（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

雇用者数（パートタイマー及び嘱託社員、派遣社員を含む。）は、（ ）内に外数で記載しております。 

(8) 主要な借入先の状況（2023年２月28日現在） 
 

借 入 先 借 入 金 残 高 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,217,205千円 

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,309,680 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,714,870 

 
(9) 剰余金の配当等の決定に関する方針 

   当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと考え、内部留保の充実及び今後

の事業展開等を勘案して、安定的に配当することを基本方針としております。 

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項 

 該当事項はありません。 
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２．会社の現況 

(1) 株式の状況（2023年２月28日現在） 

① 発行可能株式総数 25,320,000株 

② 発行済株式総数 8,173,320株 

③ 株主数 15,556名 

④ 大株主 
 

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 

株 式 会 社 中 本 660千株 8.1％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 

393 4.8 

染  谷  真 沙 美 298 3.7 

河 田 優 子 294 3.6 

中 本 パ ッ ク ス 従 業 員 持 株 会 275 3.4 

松 下 美 樹 238 2.9 

株 式 会 社 ナ カ モ ト ・ セ カ ン ド 180 2.2 

大 日 精 化 工 業 株 式 会 社 169 2.1 

サ カ タ イ ン ク ス 株 式 会 社 150 1.8 

日 本 紙 パ ル プ 商 事 株 式 会 社 150 1.8 
 

（注）１．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

２．持株比率は自己株式（1,067株）を控除して計算しております。 

３．持株比率は、小数点以下第２位を四捨五入しております。 

(2) 新株予約権等の状況 

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況 

① 取締役及び監査役の状況（2023年２月28日現在） 
 

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代 表 取 締 役 会 長 中 本 髙 志  

代 表 取 締 役 社 長 河 田  淳 

株式会社サンタック取締役 
エヌアイパックス株式会社取締役 
廊坊中本新型材料科技有限公司董事 
NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED会長 

専 務 取 締 役 木 戸  弘 

パッケージング事業本部長 
株式会社アール取締役 
廊坊中本包装有限公司董事 
滄州中本華翔新型材料有限公司董事 

取 締 役 羽 渕 英 彦 管理本部長 

取 締 役 吉 田 剛 治 
パッケージング事業本部関西営業部長 
廊坊中本包装有限公司董事長 
滄州中本華翔新型材料有限公司董事長 

取 締 役 栗 山 浩 幸 
プロダクト事業本部生産事業部長 
エヌアイパックス株式会社代表取締役会長 
株式会社中本印書館代表取締役会長 

取 締 役 白 井  操  

取 締 役 南  信 男  
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

常 勤 監 査 役 寺 尾 一 弘 中本北井（蘇州）商貿有限公司監事 

監 査 役 中 村 吉 伸 
税理士 
中村吉伸税理士事務所所長 

監 査 役 芦 田 一 志 
弁護士 
小野・芦田法律事務所共同経営者 

 
（注）１. 取締役白井操氏及び南信男氏は、社外取締役であります。 

２. 監査役中村吉伸氏及び芦田一志氏は、社外監査役であります。 

３. 常勤監査役寺尾一弘氏は、当社の管理部門の業務に長年にわたり従事し、当社における豊富な業務経

験に加え財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 

４. 監査役中村吉伸氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。 

５. 監査役芦田一志氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。 

６. 当社は取締役白井操氏及び南信男氏並びに監査役中村吉伸氏及び芦田一志氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 

７．当社は役員及び監査役を被保険者とした、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任

保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職

務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずること

のある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識

して行った行為に起因して生じた損害は賠償されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特

約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。 

８. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。 

2022年５月25日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって、常務取締役土井光雄氏及び常務取締役 

山下敏弘氏並びに取締役笹内克郎氏は、任期満了により退任いたしました。 
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② 取締役及び監査役の報酬等 

当事業年度に係る報酬等の総額 
 

区 分 
報 酬 等 の 
総 額 
(百万円 ) 

報酬等の種類別の総額(百万円) 
対 象 と な る 
役員の員数(人) 基 本 報 酬 

業 績 連 動 
報 酬 等 

非 金 銭 
報 酬 等 

取 締 役 
( う ち 社 外 取 締 役 ) 

236 
(15) 

232 
(15) 

－ 
(－) 

4 
(0) 

11 
(2) 

監 査 役 
( う ち 社 外 監 査 役 ) 

14 
(6) 

14 
(6) 

－ 
(－) 

0 
(0) 

3 
(2) 

 
（注）１. 上記は2022年５月25日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名を含んでおり

ます。 

２. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

３. 取締役の報酬限度額は、2016年５月30日開催の第28回定時株主総会において、年額450百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役

の員数は、11名（うち社外取締役１名）であります。 

４. 監査役の報酬限度額は、2016年５月30日開催の第28回定時株主総会において、年額30百万円以内と決

議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名であります。 

５. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 

(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法等 

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系を構築すべ

く、2021年２月８日の取締役会において決定方針を決議いたしました。 

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針

及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認してお

り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 

(2) 決定方針の内容の概要 

① 基本方針 

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する

ような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とす

ることを基本方針とする。 

② 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬を基本とし、担当する職務、責任、経営成績、貢

献度等の要素を基準として、総合的に勘案して決定するものとする。 
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③ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額若しくは数の算定方法の決定に関する方針 

非金銭報酬等の内容は、以下のとおりであり、担当する職務、責任、経営成績、貢献度等の要

素を基準として、総合的に勘案して決定するものとする。 

１ 取締役の職務執行に起因して、取締役が自宅以外の場所に居住の必要が生じた場合、規定

の金額を負担。 

２ 常勤の取締役が任期の途中で死亡または高度障害状態になった場合に備えるため、当該保

険契約の掛金として、規定の金額を負担。 

尚、業績連動報酬等は付与しない。 

④ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に

対する割合の決定に関する方針 

当社は、業績連動報酬等を付与しないこととしているため、基本報酬の額及び、非金銭報酬等

の額が、取締役の個人別の報酬等の額の全額を占めるものとする。 

尚、社宅負担の有無により、基本報酬と非金銭報酬等の割合が変動することがあるため、金銭

報酬と非金銭報酬等の割合は、95％～99％：１％～５％の範囲で決定するものとする。 

⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 

個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委

任をうけて報酬案を検討し、客観性を保つため、社外取締役、社外監査役も出席する取締役会

に提出し、審議の上決議するものとする。 
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③ 社外役員に関する事項 

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

・監査役中村吉伸氏は、中村吉伸税理士事務所所長であります。同税理士事務所と当社と

の間には特別の関係はありません。 

・監査役芦田一志氏は、小野・芦田法律事務所共同経営者であります。同法律事務所と当

社との間には特別の関係はありません。 

ロ．当事業年度における主な活動状況 
 

  出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 

取締役 白 井  操 

当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席いたしました。出席した

取締役会において、食品市場に精通した豊富な経験と幅広い見識に基づいた

発言により、期待される役割に沿った職務を果たしております。 

取締役 南  信 男 

当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席いたしました。出席した

取締役会において、企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた発

言により、期待される役割に沿った職務を果たしております。 

監査役 中 村 吉 伸 

当事業年度に開催された取締役会14回及び、監査役会14回すべてに出席いた

しました。出席した取締役会及び監査役会において、主に財務及び会計等に

関し、税理士としての専門的見地から適宜発言を行っております。 

監査役 芦 田 一 志 

当事業年度に開催された取締役会14回及び、監査役会14回すべてに出席いた

しました。出席した取締役会及び監査役会において、主に企業法務に関し、

弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。 
 

ハ．責任限定契約の内容の概要 

 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としておりま

す。 
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(4) 会計監査人の状況 

① 名称          EY新日本有限責任監査法人 

 

② 報酬等の額 
 

 報 酬 等 の 額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34,200千円 

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 

34,200 

 
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査

報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報

酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由 

当社監査役会は、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画におけ

る監査時間・配員計画及び報酬額の見積もりの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人

の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。 

 

④ 非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定

した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解

任の理由を報告いたします。 

また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総

合的に判断し、適正な監査の遂行が困難であると認めたときは、株主総会に提出する会計監査

人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。 
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⑥ 責任限定契約の内容の概要 

当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が

定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原

因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 

 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．当社及び関係会社（以下「中本パックスグループ」という。）は、「中本パックスグループ

行動規範」を定め、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って職務執行を

行う体制を整備しております。 

ロ．中本パックスグループは、「内部通報規程」及び「コンプライアンス・ホットライン運用

要領」を定め、使用人等が法令違反行為等を早期に発見し、是正するための内部通報窓口を

設けております。 

ハ．中本パックスグループは、「反社会的勢力排除に関する対応マニュアル」を定め、弁護士

や警察等と連携して反社会的勢力の排除に努めております。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ．中本パックスグループは、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）を、法

令及び「文書管理規程」に基づき保管しております。 

ロ．中本パックスグループの社内情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」及び

「個人情報保護規程」に従い、情報のセキュリティ体制を整備しております。 

ハ．取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものであります。 
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ．中本パックスグループは、損失の危険の管理に関して「リスク・危機管理規程」に従い、

損失を未然に防止する体制を構築し、危機発生の際には緊急事態対策本部を設置し、迅速な

対応による安全の確保と損失の最小化・再発防止を図っております。 

ロ．リスク・コンプライアンス委員会は、中本パックスグループの防災体制を含む分類された

リスクの特定、評価、制御による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管

理の実効性を確保しております。 

ハ．内部監査室は、中本パックスグループの内部監査において損失の危険を発見したときは

「内部監査規程」に基づき、当該部門長に通告するとともに、ただちに代表取締役社長に報

告することとしております。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．取締役会は、「取締役会規程」に従い、適切な運営を確保し、原則月１回、その他必要に

応じて随時開催し、適切な職務執行を実施し、意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を

監督しております。 

ロ．組織的かつ効率的な業務執行のために、各組織及び役職位の責任と権限の体系を明確にし

た「職務権限規程」を定めております。 

 

⑤ 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

イ．当社は、「関係会社管理規程」を定め、経営管理を行っております。 

ロ．当社は、関係会社の業務の適正を確認するための内部監査を実施するとともに、「中本パ

ックスグループ行動規範」の遵守及び内部統制体制の整備を求めております。 
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項及び当該使用人からの独立性に関する事項 

イ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人数及び求められ

る資質について監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置いたします。 

ロ．補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受

けません。 

ハ．補助すべき使用人の異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重しており

ます。 

 

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

イ．監査役は、重要な会議に出席し、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役が行う経

営意思決定と業務執行状況を監査役会にて常にチェックできる体制を整えております。 

ロ．監査役は、「監査役会規程」に基づき、取締役及び使用人に対して、報告を求める体制を

構築しております。 

 

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、

負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたもの

でないことを証明できる場合を除き、これに応じます。 

 

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ．監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締

役会その他の重要会議に出席する機会を確保いたします。 

ロ．監査役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的な意見交換及び情

報の交換を行うなど緊密な連携を保っております。 
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

① コンプライアンスに対する取組み 

 社内研修などを通じて、都度、コンプライアンス教育を実施し、従業員のコンプライアンス

に対する意識向上を図っております。また、当社グループでは、不正行為等による不祥事の防

止及び早期発見と是正並びに社会的信頼の確保のために、上司やリスク・コンプライアンス委

員会へ報告・相談できない場合に対応するため、社内窓口の他、社外窓口（顧問弁護士）を設

け、従業員がプライバシーを確保された上でコンプライアンスに関する問題について報告・相

談できる体制を整備しております。 

 

② リスクマネジメントに対する取組み 

 リスク・コンプライアンス委員会において、リスクの識別、分類、分析、評価についての随

時見直しを実施し、対応策の実施状況の検証を行っております。 

 

③ 財務報告に係る信頼性の確保に対する取組み 

 内部監査室が各部門に赴き、実務担当者と面談を行い、業務フローの確認をすることで、リ

スクや対応の見直しを行い内部統制システムの質的向上を図るとともに、内部統制システムの

重要性と遵守の教育を実施しております。 

 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み策定した監査実施計画に基づき、内部統制の

有効性の評価を実施しております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 

（2023年２月28日現在） 
（単位：千円） 

 
科 目 金 額 科 目 金 額 

 
（ 資  産  の  部 ） 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受取手形、売掛金及び契約資産 

電 子 記 録 債 権 

商 品 及 び 製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 
  

 
 

19,880,046 

5,103,102 

7,767,557 

2,239,944 

2,831,398 

370,671 

1,335,623 

238,316 

△6,567 

14,698,826 

12,830,173 

6,139,207 

2,509,777 

3,138,364 

395,119 

422,642 

225,061 

369,514 

369,514 

1,499,138 

668,236 

10,782 

224,677 

622,688 

△27,245 
  

（ 負  債  の  部 ）  

流 動 負 債 15,616,566 

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,160,916 

電 子 記 録 債 務 3,925,329 

短 期 借 入 金 5,312,693 

1年内返済予定の長期借入金 673,316 

リ ー ス 債 務 86,249 

未 払 法 人 税 等 349,242 

賞 与 引 当 金 204,334 

そ の 他 904,484 

固 定 負 債 2,493,106 

長 期 借 入 金 1,802,455 

リ ー ス 債 務 315,446 

繰 延 税 金 負 債 47,684 

退 職 給 付 に 係 る 負 債 186,682 

そ の 他 140,837 

負 債 合 計 18,109,673 

（ 純 資 産 の 部 ）  

株 主 資 本 14,509,626 

資 本 金 1,057,468 

資 本 剰 余 金 1,308,179 

利 益 剰 余 金 12,145,081 

自 己 株 式 △1,101 

その他の包括利益累計額 892,503 

その他有価証券評価差額金 92,953 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 4,826 

為 替 換 算 調 整 勘 定 807,556 

退職給付に係る調整累計額 △12,833 

非 支 配 株 主 持 分 1,067,068 

純 資 産 合 計 16,469,199 

資 産 合 計 34,578,872 負 債 ・ 純 資 産 合 計 34,578,872 
 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書 

( 2022年３月１日から 
2023年２月28日まで ) 

（単位：千円） 
 

科 目 金 額 

売 上 高  43,128,879 

売 上 原 価  36,646,098 

売 上 総 利 益  6,482,781 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  4,590,207 

営 業 利 益  1,892,573 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 8,442  

受 取 配 当 金 21,406  

受 取 地 代 家 賃 34,509  

受 取 保 険 金 11,513  

為 替 差 益 186,332  

そ の 他 167,889 430,092 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 65,816  

そ の 他 50,744 116,560 

経 常 利 益  2,206,105 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 70,447  

投 資 有 価 証 券 売 却 益 12,640 83,087 

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 85,434  

減 損 損 失 69,147  

特 別 退 職 金 23,893 178,475 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  2,110,717 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 700,646  

法 人 税 等 調 整 額 19,897 720,543 

当 期 純 利 益  1,390,173 

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  104,958 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  1,285,214 
 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書 

( 2022年３月１日から 
2023年２月28日まで ) 

（単位：千円） 
 

 
株 主 資 本 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 1,057,468 1,166,402 11,356,927 △1,101 13,579,696 

会 計 方 針 の 変 更 に よ る 
累 積 的 影 響 額 

－ － 25,963 － 25,963 

会計方針の変更を反映した 
当 期 首 残 高 

1,057,468 1,166,402 11,382,890 △1,101 13,605,659 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当 － － △523,024 － △523,024 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

－ － 1,285,214 － 1,285,214 

非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 

－ 141,776 － － 141,776 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

－ － － － － 

当 期 変 動 額 合 計 － 141,776 762,190 － 903,967 

当 期 末 残 高 1,057,468 1,308,179 12,145,081 △1,101 14,509,626 

 

 

その他の包括利益累計額 

非 支 配 
株 主 持 分 

純 資 産 
合 計 

そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

繰 延 
ヘッジ損益 

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

退 職 給 付 
に 係 る 
調整累計額 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累計額合計 

当 期 首 残 高 126,580 △89 607,472 18,785 752,748 1,344,095 15,676,540 

会 計 方 針 の 変 更 に よ る 
累 積 的 影 響 額 

－ － － － － △3,852 22,110 

会計方針の変更を反映した 
当 期 首 残 高 

126,580 △89 607,472 18,785 752,748 1,340,242 15,698,650 

当 期 変 動 額        

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △523,024 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

－ － － － － － 1,285,214 

非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 

－ － － － － － 141,776 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

△33,627 4,915 200,084 △31,618 139,755 △273,173 △133,418 

当 期 変 動 額 合 計 △33,627 4,915 200,084 △31,618 139,755 △273,173 770,548 

当 期 末 残 高 92,953 4,826 807,556 △12,833 892,503 1,067,068 16,469,199 
 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表 

（2023年２月28日現在） 
（単位：千円） 

 
科 目 金 額 科 目 金 額 

 
（ 資  産  の  部 ） 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
売 掛 金 
契 約 資 産 
電 子 記 録 債 権 
商 品 及 び 製 品 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
関 係 会 社 出 資 金 
従業員に対する長期貸付金 
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 
繰 延 税 金 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

  

 
 

14,924,162 
2,303,593 
792,173 

6,353,836 
13,073 

1,506,148 
1,497,721 
292,772 
783,220 

1,386,624 
△5,000 

14,111,122 
8,287,116 
3,851,421 

76,508 
1,401,443 

24,983 
129,328 

2,405,414 
246,158 
151,858 
223,679 
18,977 

204,702 
5,600,326 
591,868 

1,865,564 
1,237,019 

10,782 
1,495,193 
111,882 
297,249 
△9,233 

  

（ 負  債  の  部 ）  
流 動 負 債 13,602,618 

支 払 手 形 579,296 
買 掛 金 2,440,193 
電 子 記 録 債 務 3,797,916 
短 期 借 入 金 5,200,000 
1年内返済予定の長期借入金 629,910 
リ ー ス 債 務 52,901 
未 払 金 389,008 
未 払 法 人 税 等 215,845 
未 払 消 費 税 等 31,648 
賞 与 引 当 金 144,670 
そ の 他 121,227 

固 定 負 債 2,067,761 
長 期 借 入 金 1,679,410 
リ ー ス 債 務 202,178 
退 職 給 付 引 当 金 50,360 
長 期 未 払 金 130,244 
そ の 他 5,568 

負 債 合 計 15,670,379 
（ 純 資 産 の 部 ）  
株 主 資 本 13,270,729 
資 本 金 1,057,468 
資 本 剰 余 金 1,158,143 
資 本 準 備 金 721,606 
そ の 他 資 本 剰 余 金 436,537 

利 益 剰 余 金 11,056,218 
利 益 準 備 金 80,751 
そ の 他 利 益 剰 余 金 10,975,467 
別 途 積 立 金 9,876,068 
繰 越 利 益 剰 余 金 1,099,398 

自 己 株 式 △1,101 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 94,176 

その他有価証券評価差額金 94,176 
純 資 産 合 計 13,364,905 

資 産 合 計 29,035,285 負 債 ・ 純 資 産 合 計 29,035,285 
 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書 

( 2022年３月１日から 
2023年２月28日まで ) 

（単位：千円） 
 

科 目 金 額 

売 上 高   

製 品 売 上 高 23,008,083  

商 品 売 上 高 8,903,122 31,911,205 

売 上 原 価   

製 品 売 上 原 価 20,031,226  

商 品 売 上 原 価 7,866,373 27,897,600 

売 上 総 利 益  4,013,605 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,937,026 

営 業 利 益  1,076,578 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 29,992  

受 取 配 当 金 32,761  

受 取 地 代 家 賃 36,520  

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 18,548  

為 替 差 益 231,979  

そ の 他 144,890 494,693 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 31,584  

そ の 他 10,076 41,660 

経 常 利 益  1,529,611 

特 別 利 益   

投 資 有 価 証 券 売 却 益 12,640 12,640 

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 58,922 58,922 

税 引 前 当 期 純 利 益  1,483,330 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 450,853  

法 人 税 等 調 整 額 17,617 468,471 

当 期 純 利 益  1,014,858 
 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書 

( 2022年３月１日から 
2023年２月28日まで ) 

（単位：千円） 
 

 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資 本 
準 備 金 

そ の 他 
資 本 
剰 余 金 

資本剰余
金 合 計 

利 益 
準 備 金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金 合 計 別 途 

積 立 金 
繰越利益 
剰 余 金 

当 期 首 残 高 1,057,468 721,606 436,537 1,158,143 80,751 9,276,068 1,177,591 10,534,410 

会計方針の変更による 
累 積 的 影 響 額 

－ － － － － － 29,973 29,973 

会計方針の変更を反映 
し た 当 期 首 残 高 

1,057,468 721,606 436,537 1,158,143 80,751 9,276,068 1,207,564 10,564,384 

当 期 変 動 額         

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △523,024 △523,024 

当 期 純 利 益 － － － － － － 1,014,858 1,014,858 

別途積立金の積立 － － － － － 600,000 △600,000 － 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

－ － － － － － － － 

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 600,000 △108,165 491,834 

当 期 末 残 高 1,057,468 721,606 436,537 1,158,143 80,751 9,876,068 1,099,398 11,056,218 

 

 

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 

純 資 産 合 計 
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 

その他有価証券 
評 価 差 額 金 

評 価 ・ 換 算 
差 額 等 合 計 

当 期 首 残 高 △1,101 12,748,921 125,870 125,870 12,874,792 

会計方針の変更による 
累 積 的 影 響 額 

－ 29,973 － － 29,973 

会計方針の変更を反映 
し た 当 期 首 残 高 

△1,101 12,778,894 125,870 125,870 12,904,765 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当 － △523,024 － － △523,024 

当 期 純 利 益 － 1,014,858 － － 1,014,858 

別途積立金の積立 － － － － － 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

－ － △31,694 △31,694 △31,694 

当 期 変 動 額 合 計 － 491,834 △31,694 △31,694 460,139 

当 期 末 残 高 △1,101 13,270,729 94,176 94,176 13,364,905 
 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告 
 

 独立監査人の監査報告書 
2023年４月17日

中本パックス株式会社 
 取締役会 御中 

EY新日本有限責任監査法人 
大阪事務所 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 坂 井  俊 介

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 栗 原  裕 幸
  

 

 監査意見 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、中本パックス株式会社の2022年３月１日から2023年２月28日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中本
パックス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。 
 当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。 
 連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
連結計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 
 

以  上
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計算書類に係る会計監査報告 
 

 独立監査人の監査報告書 
2023年４月17日

中本パックス株式会社 
取締役会 御中 

EY新日本有限責任監査法人 
大阪事務所 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 坂 井  俊 介

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 栗 原  裕 幸
  

 

 監査意見 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、中本パックス株式会社の2022年３月１日から2023年２月
28日までの第35期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以  上

 



- 43 - 
 

監査役会の監査報告 

 監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第35期事業年度の取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

 １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

  （1）監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。 

  （2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、

取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。 

   ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業

務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

   ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及

び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしまし

た。 

   ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと

もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則

第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等

に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
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  ２．監査の結果 

  （1）事業報告等の監査結果 

   ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。 

   ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。 

   ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。 

  （2）計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果 

    会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 

2023年４月17日 

中本パックス株式会社 監査役会 

常勤監査役 寺 尾 一 弘 ㊞
社外監査役 中 村 吉 伸 ㊞
社外監査役 芦 田 一 志 ㊞

 

 
以  上
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連結注記表 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の状況 

・連結子会社の数 15社 

・主要な連結子会社の名称 

株式会社アール 

株式会社中本印書館 

株式会社サンタック 

エヌアイパックス株式会社 

三国紙工株式会社 

エヌ・ピー・ジー・ジャパン株式会社 

ナピクル株式会社 

株式会社中本キタイホールディングス 

廊坊中本包装有限公司 

廊坊中本新型材料科技有限公司 

中本包装（蘇州）有限公司 

中本北井（蘇州）商貿有限公司 

滄州中本華翔新型材料有限公司 

Nakamoto Packs USA, Inc. 

NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 

なお、2023年３月１日付で、エヌアイパックス株式会社は、商号を中本Ｆｉｎｅ Ｐａｃｋ株式会社

に変更しております。 

② 非連結子会社の状況 

該当事項はありません。 

③ 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況 

該当事項はありません。 

 

(2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況 

該当事項はありません。 

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況 

・主要な会社等の名称 

ENCORE LAMI SDN.BHD. 

・持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 

③ 議決権の100分の20以上、100分の50以下を所有しているにもかかわらず関連会社としなかった会社の状況 

該当事項はありません。 

④ 持分法適用手続に関する特記事項 

該当事項はありません。 

 

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記 

① 連結の範囲の変更 

該当事項はありません。 

② 持分法の適用の範囲の変更 

該当事項はありません。 
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(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

株式会社アールの決算日は11月30日であり、その他の連結子会社の決算日は12月31日であります。 

連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 

(5) 会計方針に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

・市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお

ります。 

・市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

ロ．デリバティブ 

時価法を採用しております。 

ハ．棚卸資産 

当社及び国内連結子会社は主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を、また、在外連結子会社は主として月別総平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く。） 

当社及び国内連結子会社は主として定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。 

ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   ２年～50年 

機械装置及び運搬具 ２年～18年 

ロ．無形固定資産（リース資産及びのれんを除く。） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

ハ．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額

法を採用しております。 

③ 重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。 
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④ 退職給付に係る会計処理の方法 

イ．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。 

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

ハ．小規模企業等における簡便法の採用 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準 

当社グループ（当社及び関係会社）は、印刷加工（グラビア印刷）、ラミネート加工、コーティング加工

及び成型加工による製品の販売を主な事業とし、これらの製品の販売については出荷時から当該製品の支配

が顧客に移転するまでの期間が通常の期間であるため、主に出荷時点で収益を認識しております。 

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定

しております。 

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。 

⑥ 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は在外子会社の決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しておりま

す。 

⑦ 重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約について

は振当処理によっております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…為替予約 

・ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引 

ハ．ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、投機的な取引は行わない方針

であります。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎とし評価しております。 

⑧ のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っておりますが、金額が僅少な場合は、発生時

に一括償却しております。 
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２．会計方針の変更に関する注記 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計

基準等の適用による主な変更点は下記のとおりであります。 

 

(1) 代理人取引に係る収益認識 

商品の仕入れ販売に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財また

はサービスの提供における役割（本人または代理人）を判断した結果、代理人取引と判断したものについ

ては純額で収益を認識する方法に変更しております。 

(2) 変動対価に係る収益認識 

製品販売におけるリベート等の変動対価は、従来は、金額確定時に売上高から控除しておりましたが、

取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取

引価格に含める方法に変更しております。 

(3) 返品権付き販売に係る収益認識 

返品される可能性のある製品販売取引について、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定

めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。 

(4) 一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識 

工事契約に関して、従来は、検収基準で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務が

充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわた

り収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、各報告期間

の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っておりま

す。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短

い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充

足した時点で収益を認識しております。 

(5) 有償支給に係る収益認識 

有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を

買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。 

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」

は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。 

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、受取手形、

売掛金及び契約資産は13,073千円増加し、商品及び製品は40,367千円増加し、仕掛品は9,826千円減少し、流

動資産のその他は5,536千円増加し、流動負債のその他は54,157千円増加しております。当連結会計年度の連

結損益計算書は、売上高は283,111千円減少し、売上原価は246,920千円減少し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益はそれぞれ36,191千円減少しております。 

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益

剰余金の当期首残高は25,963千円増加し、非支配株主持分の当期首残高は3,852千円減少しております。 

当連結会計年度の１株当たり情報に与える影響は軽微であります。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。 

また、「６．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等

の注記を行うことといたしました。 

なお、連結計算書類に与える影響はありません。 
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３．会計上の見積りに関する注記 

棚卸資産の評価 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

 棚卸資産 4,537,693千円

 棚卸資産の評価減 76,451千円

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

棚卸資産のうち、営業循環過程から外れた滞留在庫については、一定期間を超える場合に帳簿価額を切り

下げる方法を採用しております。 

将来の経営環境の悪化により得意先からの需要に大幅な変化が生じた場合には、滞留在庫が増加し、翌連

結会計年度の連結計算書類に影響を及ぼす可能性があります。 

 

４．連結貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 担保に供している資産 

 建物及び構築物 2,221,130千円

 機械装置及び運搬具 124,726千円

 土地 2,004,627千円

 計 4,350,483千円

② 担保に係る債務 

 短期借入金 856,710千円

 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む。） 1,072,950千円

 計 1,929,660千円

 

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 17,619,097千円

 

(3) 受取手形裏書譲渡高 19,511千円

 

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 普通株式 8,173,320株

 

(2) 配当に関する事項 

① 配当金支払額 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2022年５月25日 
定時株主総会 

普通株式 269,684 33.00 2022年２月28日 2022年５月26日 

2022年９月12日 
取締役会 

普通株式 253,339 31.00 2022年８月31日 2022年11月10日 

 
② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

決議予定 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2023年５月30日 
定時株主総会 

普通株式 253,339 利益剰余金 31.00 2023年２月28日 2023年５月31日 
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６．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。資金運用

については短期的な預金等及び営業目的による株式取得に限定し、また、短期的な運転資金を銀行借入によ

り調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海

外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。 

営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日でありま

す。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。 

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後７年でありま

す。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。 

デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為

替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性

の評価方法等については、前述の「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

(5) 会計方針に関する事項 ⑦ 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社グループは、債権管理規程及び与信限度額設定規程に従い、営業債権について、各部署が主要な取

引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは

ほとんどないと認識しております。 

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社グループは、外貨建の営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し

て、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担当

部署が決裁担当者の承認を得て行っております。 

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、

手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。 
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(2) 金融商品の時価等に関する事項 

2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額21,493千円）は、「その他有価証券」には含めておりま

せん。また、「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、

「電子記録債務」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、注記を省略しております。 

   （単位：千円）

 連結貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額 

① 投資有価証券    

その他有価証券 646,742 646,742 － 

② 長期借入金 (2,475,772) (2,475,610) △162 

③ デリバティブ取引 14,448 14,448 － 
 

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

で分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

    （単位：千円）

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 646,742 － － 646,742 

デリバティブ取引     

為替予約 － 14,448 － 14,448 

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

    （単位：千円）

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 － 2,475,610 － 2,475,610 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。 

デリバティブ取引 

為替予約は取引金融機関等から提示された価格によっており、レベル２の時価に分類しております。 

長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引

現在価値法によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
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７．賃貸等不動産に関する注記 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

８．収益認識に関する注記 

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 （単位：千円）

製品用途 当連結会計年度 

食品関連 27,283,910 

ＩＴ・工業材関連 6,711,320 

生活資材関連 4,554,522 

建材関連 2,114,587 

医療・医薬関連 1,311,790 

その他 1,152,747 

顧客との契約から生じる収益 43,128,879 

その他の収益 － 

外部顧客への売上高 43,128,879 

 

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「(5) 会計方針に関する事項 ⑤ 

重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

① 契約資産の残高等 

顧客との契約から生じた債権及び契約資産の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。 

 （単位：千円）

 当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 7,445,477 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 7,754,484 

契約資産（期首残高） 254,916 

契約資産（期末残高） 13,073 

契約資産は、機械販売及び据付工事契約について、その履行義務の充足につれて認識する収益の対価に対

する当社の権利のうち、未請求のものであります。契約資産は、顧客からの検収を受けたことにより工事が

完成し、当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該対価

は、個々の契約に定められた支払条件に従って請求し受領しております。 

② 当社グループにおいて、当初に予定される顧客との契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込まれる期間の記載を省

略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあり

ません。 
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９．減損損失に関する注記 

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

中国 賃貸用資産 建物及び構築物 

当社グループは、原則として、事業用資産については継続的に損益の把握を実施している管理会計上の区分を

基準としてグルーピングを行っており、賃貸用資産及び遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。また、本社、福利厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共

用資産としております。 

当社グループは、取り壊しの意思決定がなされた賃貸用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（69,147千円）として特別損失に計上しました。なお、当資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、帳簿価額の全額を減損

損失として計上しております。 

 

10．特別退職金に関する注記 

2021年10月８日開催の取締役会において、当社の連結子会社である廊坊中本包装有限公司を解散することを決

議したことに伴う、従業員への経済補償金を特別退職金（23,893千円）として特別損失に計上しております。 

 

11．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 1,884円69銭

(2) １株当たり当期純利益 157円27銭

 

12．重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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個別注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

② その他有価証券 

・市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお

ります。 

・市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。 

 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く。） 

定率法を採用しております。 

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物は定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 ３～50年 

機械及び装置 ２～18年 

② 無形固定資産（リース資産及びのれんを除く。） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額

法を採用しております。 

 

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 

(5) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

・退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。 

・数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 
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(6) 収益及び費用の計上基準 

当社は、印刷加工（グラビア印刷）、ラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製品の販売を

主な事業とし、これらの製品の販売については出荷時から当該製品の支配が顧客に移転するまでの期間が通常

の期間であるため、主に出荷時点で収益を認識しております。 

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定し

ております。 

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。 

 

(7) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

① 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の

方法と異なっております。 

② のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っておりますが、金額が僅少な場合は、発生時

に一括償却しております。 

 

２．会計方針の変更に関する注記 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準

等の適用による主な変更点は下記のとおりであります。 

 

(1) 代理人取引に係る収益認識 

商品の仕入れ販売に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財また

はサービスの提供における役割（本人または代理人）を判断した結果、代理人取引と判断したものについ

ては純額で収益を認識する方法に変更しております。 

(2) 一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識 

工事契約に関して、従来は、検収基準で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務が

充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわた

り収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、各報告期間

の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っておりま

す。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短

い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充

足した時点で収益を認識しております。 

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 

また、前事業年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」

は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示しております。 

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産は13,073千

円増加し、仕掛品は9,826千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は286,872千円減少し、

売上原価は246,929千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ39,942千円減少してお

ります。 

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の

当期首残高は29,973千円増加しております。 

当事業年度の１株当たり情報に与える影響は軽微であります。 
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（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会

計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める

新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与える影響はありませ

ん。 

 

３．会計上の見積りに関する注記 

棚卸資産の評価 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

 棚卸資産 2,573,714千円

 棚卸資産の評価減 71,827千円

② 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

棚卸資産のうち、営業循環過程から外れた滞留在庫については、一定期間を超える場合に帳簿価額を切り

下げる方法を採用しております。 

将来の経営環境の悪化により得意先からの需要に大幅な変化が生じた場合には、滞留在庫が増加し、翌事

業年度の計算書類に影響を及ぼす可能性があります。 

 

４．貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 担保に供している資産 

 建物 1,793,071千円

 土地 1,501,069千円

 計 3,294,141千円

② 担保に係る債務 

 短期借入金 535,000千円

 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む。） 972,000千円

 計 1,507,000千円

 

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 12,541,192千円

 

(3) 保証債務 

① 他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。 

 株式会社中本印書館 37,040千円 

 株式会社サンタック 58,398千円 

 

 

滄州中本華翔新型材料有限公司 

 

522,868千円 

(27,376千RMB)

 計 618,306千円 

② 他の会社の外国為替先物予約・直接為替先渡取引に対し、保証を行っております。 

 株式会社アール 844,863千円 

  (6,850千USD)

 

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く。） 

短期金銭債権 2,319,257千円

短期金銭債務 878,380千円

 

５．損益計算書に関する注記 

 関係会社との取引高 

 営業取引による取引高 3,925,172千円

 営業取引以外の取引による取引高 117,155千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数 

 普通株式 1,067株

 

７．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

 賞与引当金 44,269千円

 関係会社株式評価損 43,548千円

 長期未払金 39,474千円

 棚卸資産評価損 21,979千円

 退職給付引当金 15,410千円

 未払事業税 14,709千円

 その他 35,291千円

 繰延税金資産小計 214,682千円

 評価性引当額 △61,274千円

 繰延税金資産合計 153,407千円

 繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 41,524千円

 繰延税金負債合計 41,524千円

 繰延税金資産の純額 111,882千円
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８．関連当事者との取引に関する注記 

子会社等 
 

種類 会社等の名称 
議決権等の所有 
（被所有）割合 

関連当事者との関係 取引内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

子会社 株式会社アール 
所有 

直接  51.0％ 

同社製品・商品
の購入 
原材料の販売 
事務所建物の賃
貸 
役員の兼務 
資金の貸付 
債務の保証 

資金の貸付 
（注）２ 

10,000 短期貸付金 680,000 

子会社 
エヌアイパック
ス株式会社 

所有 
直接  97.0％ 

同社製品・商品
の購入 
当社製品・商品
の販売 
役員の兼務 
資金の貸付 

製品・商品
の販売 
（注）１ 

58,305 売掛金 369,195 

資金の貸付 
（注）２ 

－ 短期貸付金 300,000 

子会社 
中本包装（蘇
州）有限公司 

所有 
直接 100.0％ 

同社製品・商品
の購入 
原材料の販売 
資金の貸付 

資金の回収 26,370 
関係会社長
期貸付金 

547,132 

子会社 

NAKAMOTO PACKS 
VIETNAM 
COMPANY 
LIMITED 

所有 
直接 100.0％ 

役員の兼務 
資金の貸付 

資金の貸付 
（注）２ 

－ 
関係会社長
期貸付金 

545,360 

子会社 
三国紙工株式会
社 

所有 
直接  63.8％ 

同社製品・商品
の購入 
原材料の販売 
事務所建物の賃
貸 
資金の借入 

資金の借入 
（注）３ 

－ 短期借入金 400,000 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。また、取引金額

には当社の売上高とならない有償支給材料の金額を除いた金額を記載しております。 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また、取引金額には期

首と期末の差額を記載しております。 

３．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また、取引金額には期

首と期末の差額を記載しております。 

 

９．収益認識に関する注記 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 ８．収益認識に関する注

記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。 

 

10．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 1,635円40銭

(2) １株当たり当期純利益 124円18銭

 

11．重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 
 


